
特定非営利活動法人日本防災士機構

役員報酬規程



日本防災士機構 役員の報酬等に関する規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人日本防災士機構 (以下「機構」という。)定
款第 18条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを

目的とする。

(定義)

第 2条 この規程において、用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)常勤役員とは、役員のうち機構を主たる勤務場所とする者をいう。

(3)非常勤役員とは、役員のうち機構を従たる勤務場所とする者をいう。

(4)報酬等とは、報酬、賞与及び通勤手当をいう。

(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給 )

第 3条 機構は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬等を支給する。

2 常勤役員には、年 2回賞与を支給することができる。

(報酬等の額)

第 4条 常勤役員の報酬は、「常勤役員の報酬額」(別表第 1)の とおりとする。

2 非常勤役員の報酬は、「非常勤役員の報酬額」 (別表第 2)の とおりとする。

3 常勤役員に支給する賞与は、前年の 12月 初から当年 5月 末までの間、及び当年 6

月初から 11月 末までの機構の経営状況及び当該常勤役員の勤務状況を総合的に勘案

し、6月 及び 12月 の賞与として、理事長が支給額を定めるものとする。

(報酬等の支給方法)

第 5条 報酬等の支給日、支給方法及び報酬より控除する額等支給に関する方法は、別

に定める「日本防災士機構職員給与規程」に準ずるものとする。

(費用)

第 6条 機構は、役員等がその職務の遂行に当たつて負担した費用については、請求の

あつた日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もつて

支払うものとする。

(補則)

第 7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

附 則

この規程は、2020年 4月 1日 から施行する。



(別表第 1)常勤役員の報酬額

(注)「上記以外の常勤役員」が事務総長を兼務する場合、役付き手当として 10万円

を加算する。

(別表第 2)非常勤役員の報酬額

区分 報酬額

理事長 月額1 700,000円 以内

専務理事 月額i 650,000円 以内

上記以外の常勤役員 月額1 500,000円以内

区分 報酬額

総務理事 月額1 30,000円

監事 年額 50,000円

総務理事以外の非常勤役員 会議出席の都度 1日 当たり10,000円 (税別)



特定非営利活動法人日本防災士機構

職員給与規程

(※就業規則に基づく)



日本防災士機構就業規則

第 1章 総則

(目 的 )

第 1条  この就業規則 (以 下 「規則」とい う。)は 、労働基準法 (昭 和 22年法律第 49号。以下

「労基法」とい う。)第 89条 に基づき、特定非営利法活動法人 日本防災士機構 (以 下 「機構 」

とい う。)の職員の就業に関す る事項を定めるものである。

2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めに

よる。

(適 用範囲)

第 2条 この規則は、機構の正規に雇用す る職員に適用する。

2 正規に雇用する職員以外の職員の就業に関する事項については、別に定めるところによる。

(規則 の遵守)

第 3条 機構は、この規則に定める労働条件により、職員に就業させる義務を負 う。また、職員

は、 この規則を遵守 しなければならない。

第 2章 採用、異動等

(採用手続)

第4条 機構は、就職を希望する者の中か ら選考試験を行い、これに合格 した者を採用する。

(採用時の提出書類 )

第5条 職員として採用された者は、速やかに次の書類を提出しなければならない。

(1)誓約書(身元保証人連署のもの)

(2)住民票記載事項証明書

(3)そ の他機構が指定するもの

2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生 じた ときは、速やかに書面で変更事項

を届 け出なければならない。

(試用期間)

第6条  職員として新たに採用 した者については、採用 した日から3か月間を試用期間 とする。

2 試用期間中に職員 として不適格 と認めた者は、解雇することができる。ただ し、採用後 14

日を経過した者については、第 31条第 2項に定める手続きによつて行 う。

3 試用期間は、勤続年数に通算す る。
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第 7条 機構は、職員を採用するとき、採用時の給与、就業場所、従事する業務、勤務時間、休

日、その他の労働条件を記 した労働条件通知書及びこの規則を交付 して労働条件を明示するも

の とする。

(人事異動 )

第 8条 機構は、業務上必要がある場合に、職員に対 して就業する場所及び従事する業務の変更

を命ずることがある。

2 1機構は、業務上必要がある場合に、職員を在籍のまま関係法人へ出向させることがある。

3 第 1項及び第 2項の場合、職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(休職 )

第 9条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の期間を休職とする。

(1)業 務外の傷病による欠勤が 1か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できな

ぃとき                                6か 月以内

(2)前 号のほか、特別な事情があり休職 させることが適当と認められるとき

必要と認められる期間

2 休職の期間は無給とする。ただし、社会保険の適用は継続するものとする。この場合の保険

料負担は、休職直前の基本給を基に、事業主負担分は機構が、個人負担分は本人が負担するも

の とする。

3 体職期間中に体職事由が消滅 したときは、原則として元の業務に復帰させる。ただし、元の業

務に復帰させることが困難な場合又は不適当な場合には、他の業務に就かせることがある。

4 休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退

職 とする。

第 3章 服務規律

(服務 )

第 10条 職員は、職務上の責任を自覚 し、誠実に職務を遂行するとともに、機構の指示命令に従

い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

第 11条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1)無断欠勤をしないこと

(2)許可なく職務以外の目的で機構の施設、物品等を使用 しないこと。

(3)職務に関連 して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若 しくは贈与を受ける

等不正な行為を行わないこと。

(4)動務中は職務に専念 し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

(5)機構の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

(6)在職中及び退職後においても、業務上知 り得た機構、取引先等の機密を漏洩 しないこと。

９

“



(7)職 務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景 とした、業務上必要かつ相当の範囲

を超えた言動により、他の職員に精神的 。身体的な苦痛を与えた り、就業環境を害するよ う

なことをしないこと。

(8)性 的言動又は妊娠・出産 。育児体業 (出 生時育児休業を含む。)・ 介護休業等に関する言動

により、他の職員に不利益や不快感を与えた り、就業環境を害するようなことをしないこと。

(9)そ の他職員としてふさわしくない行為をしないこと。

(職務 に関する情報の管理)

第 12条 職員は、機構及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払 うとともに、自らの職

務に関係のない情報を不当に取得 してはならない。

2 職員は、職場若 しくは職種を異動又は退職するに際 して、自らが管理 していた機構及び取引

先等 に関するデータ情報書類等を速やかに返却 しなければならない。

(始業及び終業時刻の記録 )

第 13条 職員は、始業及び終業時にタイムカー ドを自ら打刻 し、始業及び終業の時刻を記録 し

なければならない。

(遅刻 、早退、欠勤等)

第14条 職員は遅刻、早退若 しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で勤務場所から外出する際

は、事前に上司に対 し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない

理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければ

ならない。

第 4章 勤務時間、休憩及び休 日

(勤務時間及び休憩時間)

第 15条 勤務時間は、 1週間については40時間、 1日 については 8時間 とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次の時刻のいずれかとする。ただし、勤務の都合その他や

むを得 ない事情により、これ らを繰 り上げ、又は繰 り下げることがある。

(1)始業8時 30分   終業 17時 30分    休憩  12時 00分から13時 00分まで

(2)始業9時 00分   終業 18時 30分    休憩  12時 00分から13時 00分まで

(休 日)

第16条 休日は、次の とお りとす る。

(1)日 曜 日(法定休 日とす る。 )

(2)土曜 日

(3)国 民の祝 日(日 曜 日と重なった ときは翌 日)

(4)年二末年始 (12月 29日 ～ 1月 3日 )

2 !勤務 の都合 によ り機構が必要 と認 める場合は、法定休 日を同一週内の平 日と振 り替 えることが

ある。
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(時間外及び休 日勤務等)

第 17条 勤務の都合により勤務時間を超え、又は休日に勤務 させることがある。

2 前項の場合、勤務時間を超える勤務 (以 下 「時間外勤務」という。)又は休 日における勤務

(以下 「休 日勤務」という。)については、あらかじめ機構は職員の過半数代表者 と書面による

労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

3 妊娠中の女性、産後 1年 を経過 しない女性職員 (以下 「妊産婦」という)であつて請求した者及

び 18歳未満の者については、第 2項による時間外勤務又は休 日勤務若 しくは深夜 (22時から

翌 日5時まで)勤務に従事させない。

4 災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合には、第 1項から前項

までの制限を超えて、時間外勤務又は休 日勤務をさせることがある。ただ し、この場合であっ

ても、請求のあつた妊産婦については、時間外勤務又は休 日勤務に従事させない。

第 5章 休暇

(年次有給休暇)

第 18条  採用 日から6か月間継続勤務 し、所定労働 日の 8割以上出勤した職員に対 しては、 1

0日 の年次有給休暇を与える。その後 1年間継続勤務するごとに、当該 1年間において所定労

働 日の 8割以上出勤 した職員に対 しては、下の表のとお り勤続期間に応 じた日数の年次有給休

暇 を与える。

勤続期間 6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18 日 20 日

2 年次有給休暇は、職員があらかじめ請求す る時季に取得 させる。ただ し、職員が請求 した時

季に年次有給休暇を取得 させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させ

ることがある。

3 年次有給休暇が与えられた職員に対 しては、前項の規定にかかわらず、付与 日か ら1年以内

に、当該職員の有する年次有給休暇日数の うち 5日 について、機構が職員の意見を聴取 し、そ

の意見を尊重 した上で、あらか じめ時季を指定 して取得 させる。ただし、職員が前項の規定に

よる年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得 した日数分を 5日 から控除するものと

4 第 1項の出勤率の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間については出動 したものとして

取 り扱う。

(1)年 次有給体暇を取得 した期間

(2)産 前産後の体業期間

(3)育 児・介護体業法 (平成 3年法律第 76号 )に基づく育児休業 (出生時育児休業を含

む。)及び介護休業 した期間

(4)業 務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

5 付与日か ら1年以内に取得 しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰 り越

して取得することができる。
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6 前項について、繰 り越された年次有給休暇 とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得

できる場合には、繰 り越された年次有給休暇から取得 させる。

7 1職員代表との書面による協定に基づき、第 1項の年次有給休暇の日数のうち、 1年について

5日 の範囲で時間単位の年次有給休暇 (以下 「時間単位年体」という。)を付与する。

(産前産後の体業)

第 19条  6週間 (多胎妊娠の場合は 14週間)以 内に出産予定の女性職員から請求があったとき

は、休業させる。

2 産後 8週間を経過 していない女性職員は、就業させない。

3 前項の規定にかかわらず、産後 6週間を経過 した女性職員から請求があった場合は、その者

について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

(母性健康管理の措置)

第 20条 妊娠中又は出産後 1年を経過 しない女性職員か ら、所定勤務時間内に、母子保健法 (昭

和 40年法律第 141号 )に 基づ く保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、

次の範囲で時間内通院を認める。

(1)産前の場合

妊娠 23週 まで 。・・・・・・・・ 4週に 1回

妊娠 24週 から35週 まで・・・・ 2週に 1回

妊娠 36週から出産まで 。・・・ 。1週 に 1回

ただし、医師又は助産師 (以 下 「医師等」 とい う。 )が これと異なる指示をしたときには、

その指示により必要な時間

(2)産後(1年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

2 女壬娠 中又は出産後 1年を経過 しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等

につ いて医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。

(1)妊娠中の通勤緩和措置 として、通勤時の混雑を避 けるよう指導 された場合は、原則 として

1時間の勤務時間の短縮又は 1時間以内の時差出勤を認める。

(2)妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。

(3)妊娠中又は出産後の女性職員が、その症状等に関 して指導された場合は、医師等の指導事

項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

(育児 時間及び生理休暇 )

第21条  1歳に満たない子を養育する女性職員から請求がぁったときは、休憩時間のほか 1日 に

つい て 2回、 1回 について 30分の育児時間を与える。

2 生理 日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

Ｆ
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第 22条 職員の うち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業 (出生時育児休業を

含む。)及び介護休業、子の看護休暇、介護体暇、育児・介護のための時間外勤務の制限及び深

夜勤務の制限並びに勤務時間の短縮措置等 (以 下 「育児・介護休業等」とい う。)の適用を受け

ることができる。

2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

(慶 弔休暇)

第 23条職員が申請した場合は、次の各号に掲げる慶弔休暇を与える。

(1)本人が結婚 したとき

(2)配偶者、子又は本人の父母が死亡したとき

(3)妻が出産したとき

(4)配偶者の父母が死亡 したとき

5日

5日

5日

5日

(病気休暇)

第 24条 職員が機構の指定する疾病に罹患 し、療養のため勤務が禁 じられた場合に、原則 とし

て 5日 を限度として病気体暇を与える。なお、この場合医師の診断書を必要 とする。

(裁判員等のための休暇)

第 25条 職員が裁判員若 しくは補充裁判員 となった場合又は裁判員候補者 となった場合には、

次の各号に掲げる休暇を与える。

(1)裁判員又は補充裁判員 となった場合            裁判所から指定された日数

(2)裁判員候補者 となった場合                 裁判所から指定された日数

第 6章 給与

(給与の構成 )

第26条 給与は、基本給、役付手当、通勤手当及び割増給並びに賞与とし、その取扱いについて

は別 に定める。

(休暇 、休業等の給与の支給)

第27条 年次有給休暇、母性健康管理のための体暇、生理休暇、慶弔休暇、病気体暇及び裁判員

等 のための休暇の期間については、給与を支給する。

2 1産 前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児体業 (出生時育児休業を含む。)期間及

び介護休業期間、子の看護休暇の期間、介護休暇の期間、育時・介護のための短時間勤務にお

いて短縮 した時間、育児時間並びに業務上の傷病による休業期間については、給与を支給 しな

い 。

(給 与の減額 )

第28条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、当該 日数分又は時間分の給与を減額する。

′
０



第 7章 定年、退職及び解雇

(定年 )

第 29条 職員の定年は満 65歳 とし、定年に達 した日の属する月の末日をもって退職とする。

(退職 )

第 30条 職員が退職を希望する場合、退職願を退職希望 日の 1か月前までに提出するものとす

る。

2 前条及び前項による退職のほか、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職 とする。

(1)第 9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅 しないとき

(2)死亡したとき

3 職員が退職 し、又は解雇 された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、給

与又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

(解雇 )

第31条 機構は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。

(1)勤務状況が著 しく不良で、改善の見込みがなく、職員 としての職責を果た し得ないとき。

(2)勤 務成績又は業務能率が著 しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない

等就業に適さないとき。

(3)業 務上の負傷又は疾病による療養の開始後 1年を経過 しても当該負傷又は疾病が治らない

場合であって、職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき

(4)精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

(5)試 用期間における作業能率又は勤務態度が著 しく不良で、職員 として不適格であると認め

られたとき。

(6)第 38条第 2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

(7)事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部

門の閉鎖等を行 う必要が生じ、かっ他の職務への転換が困難なとき。

(8)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前 項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも 30日 前に予告をする。予告 しないと

きは 、平均賃金の 30日 分以上の手当を解雇予告手当として支払 う。ただし、予告の日数につい

ては 、解雇予告手当を支払つた 日数だけ短縮することができる。

(退耳哉金の支給 )

第32条  勤続 5年以上の職員が退職 し又は解雇 されたときは、別に定めるところにより退職金を

支給・す る。ただし、第 38条第 2項により懲戒解雇 された者には退職金を支給 しない。

第 8章 安全衛生及び災害補償

(安全 衛生)

第33条  機構は、職員の安全衛生の確保及び改善を図 り、快適な職場の形成のために必要な措置

を講 ず るЭ

７
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2 1職員は、安全衛生に関する法令及び機構の指示を守 り、機構と協力して労働災害の防止に努め

なければならない。

(健康管理)

第 34条 機構は、職員に対 して毎年 1回定期に健康診断を行 う。また、機構は健康診断費用の一

部を負担する。

2 '機構は、毎年 1回ス トレスチェックを行 う。

3 機構は、健康管理要領及びス トレスチェック制度実施規程を別に定める。

4 1機構は、機構の指定した疾病に関し、ワクチン接種等の予防措置を講ずるよう職員に指示する

ことがある。その場合は、当該予防措置に係 る費用の一部又は全部を機構が負担するものとする。

(災害補償)

第 35条 機構は、職員が業務上の事由又は通勤により負傷 し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、労基法及び労働者災害補償保険法 (昭和 22年法律第 50号 )に 定めるところにより災害補償

を行 う。

第 9章 教育訓練

(教育訓練)

第 36条 機構は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、職員に対 し、必要な

教育訓練を行 う。

2 1職員は、機構から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限 り教育訓

練を受けなければならない。

第 10章 表彰及び懲戒

(表彰 )

第37条 機構は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰することがある。

(1)業務上有益な発明、考案を行い、機構の業績に貢献したとき。

(2)永年にわたつて誠実に勤務 し、その成績が優秀で他の模範 となるとき。

(3)前 2号に準ずる善行又は功労のあつたとき。

(懲戒 )

第38条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、始末書を提出させ、その情状に応 じ、け

ん責、減給または出勤停止 とする。

(1)正 当な理由なく無断欠勤が 3日 以上に及ぶ とき。

(2)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻又は早退をしたとき。

(3)過失により機構に損害を与えたとき。

(4)素行不良で機構内の秩序及び風紀を乱 したとき。

(5)第 11条の遵守事項に違反 したとき。

(6)その他この規則に違反 し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

０
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2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇 とする。ただし、平素の服務態度そ

の他情状によっては、第 31条に定める解雇、前条に定める減給又は出勤停止 とすることがあ

る。

(1)重要な経歴を詐称又は隠蔽 して雇用されたとき。

(2)正当な理由なく無断欠勤が 10日 以上に及び、出勤の督促に応 じなかったとき。

(3)正 当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰 り返 し、 3回にわたつて注意を受

けても改めなかったとき。

(4)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。

(5)故意又は重大な過失により機構に重大な損害を与えたとき。

(6)機構内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明 ら

かとなったとき (当 該行為が軽微な違反である場合を除 く。 )。

(7)素行不良で著 しく機構内の秩序又は風紀を乱 したとき。

(8)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがない

ときЭ

(9)第 11条の遵守事項に違反 し、その情状が悪質と認められるとき。

(10)許可なく職務以外の目的で機構の施設、物品等を使用 したとき。

(11)職 務上の地位を利用 して私利を図 り、又は取引先等より不当な金品を受け、若 しくは求

め若しくは供応を受けたとき。

(12)私 生活上の非違行為や機構に対する正当な理由のない誹謗中傷等により、機構の名誉信

用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼ したとき。

(13)機 構の業務上重要な秘密を外部に漏洩することにより、機構に損害を与え、又は業務の正

常な運営を阻害 したとき。

(14)そ の他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

附則

(施行 期日)

この規則は、 2019年 11月 1日 から施行する。

附則

(施行 期日)

この規則は、平成 22年 5月 1日 から施行する。

腎寸貝」

(施イテ期日)

この規則は、 2023年 7月 1日 から施行する。

(改定 内容)

1 第 3章第 11条、第 5章第 18条、第 22条、第 6章第 27条に 「出生時育児休業」を追

カロする。

(施行 期 日)

この規則は、 2023年 8月 1日 から施行する。

(改定 内容)

1 第 34条に、ス トレスチェックを行 う旨及び健康管理要領を定める旨等を追加する。

０
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日本防災士機構 職員給与規程

(目 的 )

第 1条 この規程は、日本防災士機構就業規則第 26条に基づき、特定非営利活動法人日本

防災士機構 (以下「機構」という。)の正規雇用職員 (以下「職員」という。)の給与につ

いて定めるものとする。

(給与の支払い)

第 2条 給与の計算期間は、当該月 1日 から同末日までとし、その全額を翌月 10日 に職員

に支払う。なお、支払日が休 日に当たる場合は、その前日に支払う。

2 前項の規定にかかわらず、職員の同意がある場合は、職員が指定する金融機関の職員名

義の口座に振り込むことができる。

3 機構は、給与から次に掲げるものを控除することができる。

(1)所得税

(2)地方税

(3)健康保険、介護保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

4給 与計算期間の途中で採用 した職員又は退職 した職員に対しては、日割計算により算出

した給与の額を支払う。

(非常時払い)

第3条 機構は、職員が出産、疾病、罹災又はその他の非常事態に遭遇 したと認められる場

合、当該職員の請求に基づき、給与の支払日より前であっても既往の勤務に対する給与を支

払うことがある。

(時間割及び日割計算 )

第4条 1時間当た りの給与の額及び 1日 当た りの給与の額については、次の計算式による。

(1)1時間当たりの給与の額

給与月額 (基本給+役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務時間数

(2)1日 当たりの給与の額

給与月額 (基本給十役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務日数

2前 項の「1か月の平均所定勤務時間数」及び「1か月の平均所定勤務日数」については、

以下の各号の計算式によつて年ごとに算出する。なお、計算対象年が聞年に該当する場合は、

各号の計算式の「365」 の部分を「866」 に置き換える。いずれの場合も計算上小数点以下の

端数が生じた場合、その端数部分については切 り捨てることとする。

(1)1か月の平均所定勤務時間数

18× (365-年 間所定休 日日数)l÷ 12

(2)1か月の平均所定勤務日数

(365-年間所定休日日数)÷ 12



(平 均賃金 )

第 5条 平均賃金は、次の計算式によつて算出 した額とする。

当該時点から遡及 して 3か月間に支給 した給与の総額÷その 3か月間の暦上の総日数

2 前項の計算式における給与の総額は、基本給、役付手当及び通勤手当の和をいい、賞与を

含まない。

3 新規に採用した後 3か月に満たない職員の平均賃金については、採用後の期間の給与の

総額に基づいて算出する。

4 平均賃金は、以下の各号の事項を算出する際に使用する。

(1)機構の責により休業する場合の体業手当

(2)解雇予告手当

(採用時の基本給 )

第 6条 採用時の基本給は、職員の基礎能力、年齢、学歴及び過去の職歴等を総合的に評価

して決定する。

(役付手当)

第 7条 役職にある職員に対して、 1月 当たり次に掲げる役付手当を支給する。

(1)事務総長  100,000円

(2)次長    70,000円

(3)課長    50,000円

(4)室長    40,000円

(5)係長    20,000円

(通勤手当)

第 8条 事務所を起点として 2 km以遠か ら公共交通機関を利用 して通勤する職員に対 して、

各交通事業者が定めた通勤定期運賃等の額を通勤手当として支給する。ただし、支給額に

ついては月額 3万円までとする。

2通 勤手当の支給対象となる職員は、通勤経路・運賃申請書 (様式 1)により、職員の現住

所地最寄駅等と機構事務所の所在地最寄駅等との間を公共交通機関を利用して移動する場

合の交通経路に関わる3か月分通勤定期運賃額又は 1か 月分通勤定期運賃額を申告 しなけ

れ ばならない。

3通 勤手当の対象通勤期間、支給時期及び支給額の種別については以下の各号のとおりと

する。

(1)4～ 6月 通勤分  直前の 3月 中に 3か月分通勤定期運賃の額を支給

(2)7～ 9月 通勤分  直前の 6月 中に 3か月分通勤定期運賃の額を支給

(3)10～ 12月 通勤分 直前の 9月 中に 3か月分通勤定期運賃の額を支給

(4)1～ 3月通勤分  直前の 12月 中に 3か 月分通勤定期運賃の額を支給

つ
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4 前項各号の対象通勤期間の途中に採用又は復職 した職員に対しては、前項の規定にかか

わ らず、当該採用又は復職 した月から次期対象通勤期間までの間を対象に、当該採用又は復
職 した対象通勤期間における 1か月分通勤定期運賃額に基づいて算出した額を当該採用又
は復職 した月の翌月に支給する。ただし、当該採用又は復職した月の勤務日数が 15日 未満
の場合は、その月の支給額は以下の計算式により算出した額とする。

1か月分通勤定期運賃額 X当該採用又は復職 した月の勤務日数÷15

5 第 3項各号の対象通勤期間の途中に退職、休業又は休職等を行つた職員に対 しては、退
職、休業又は休職等を行つた月の翌月から次期対象通勤期間までの間の既支給額分について、
1か月分通勤定期運賃額に基づいて算出した額を返納させる。ただし、当該退職、休業又は

休職等を行つた月の勤務日数が 15日 未満の場合は、その月の返納額については以下の計算
式により算出した額をとする。

1か月分通勤定期運賃額 X(15-当 該退職、休業又は休職等を行つた月の勤務日数)÷ 15

(割増給 )

第 9条 職員 (事務総長、次長、課長及び室長を除 く。)に勤務時間外及び休日の勤務を命 じ

た場合に、当該勤務時間を対象に次の各号に掲げる計算方法により算出した割増給を支給
する。

(1)時間外勤務割

① 時間外勤務が 1か月当たり60時間以下の場合

(基本給+役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務時間数 Xl.25x当該時間外勤務の時間数

② 時間外勤務が 1か月当たり60時間を超えた部分

(基本給 +役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務時間数 Xl.50X当該時間外勤務の時間数

(2)休日勤務割増給 (日 曜日の勤務に限る。)

(基本給+役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務時間数 Xl.35X当該休 日勤務の時間数

2 職員に深夜 (22時から翌日 5時まで)の勤務を命 じた場合に、当該勤務時間を対象に次
の各号に掲げる計算方法により算出した深夜勤務割増給を支給する。

(基本給+役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務時間数 XO.25X当該深夜勤務の時間数

3 前項の「1か月の平均所定勤務時間数」については、本規程第 4条第 2項の計算式を使
用 して算出する。

4 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務に係る各勤務時間数、業務内容等については、職員
が時間外勤務等記録簿 (様式 2)に 日ごとに記録 し、上司の承認を受けなければならない。

5 前項の時間外勤務等に係る勤務時間数については、月ごとに、及び割増給の割増率の種

別ご とに集計し、各合計勤務時間数については 1時間単位で記録する。なお、各合計勤務

時間 数に1時間未満の端数時間が生じた場合、この端数時間部分が 30分未満のときは切

り捨 て、30分以上のときは切 り上げて 1時間とする。

(昇給 )

第10条 毎年 4月 1日 時点に在職 している職員 (次の各号に掲げる職員を除 く。)に対し、

前年の4月 1日 から当年の 3月 31日 までの期間 (以下「昇給評価期間」という。)を基準と

3



して昇給を行う。ただし、前年の 9月 30日 以前に新規に採用 し、勤続 1年に満たない者に

ついては、採用日以降の所定勤務日数を基準に判断する。

(1)昇給を行う前年の 10月 1日 以降に新規に採用 した者

(2)昇給評価期間において出勤日数が所定勤務日数の 50%未満の者

(3)昇給評価期間中に、けん責、減給又は出勤停止の懲戒処分を受けた者

2 昇給評価期間には、年次有給休暇、母性健康管理のための体暇、生理休暇、慶弔休暇、

病気体暇、裁判員等のための休暇、産前産後休業の期間、子の看護休暇、介護休暇、育児の

ための短縮時間及び介護のための短縮時間を含むが、育児休業 (出 生時育児休業を含む。)、

介護休業、業務上の傷病による休業、欠勤、休職の期間及び育児時間並びに遅刻、早退及び

私用外出の時間を含まないものとする。

3 昇給の額は、昇給評価期間における職員の職務遂行能力、勤務成績、服務態度、業務量

及び勤続年数等を総合的に評価 して職員ごとに決定する。

4 第 1項の規定にかかわらず、顕著な業績が認められた職員については、特別に昇給を行

うことがある。

5 機構の業績の著 しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、昇給を行わないことが

ある。

(休 職等による不支給 )

第 11条 休職期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業 (出生時育児休

業 を含む。)期間及び介護休業期間、(以下「休職等の期間」という。)は、給与を支給 しな

い 。

2給 与の計算期間の途中から休職、産前産後の休業又は育児・介護休業法に基づく育児休

業 口介護休業に該当する場合又は復職する場合は、休職等の期間に該当しない部分について

日割計算により算出した額を支給する。

(欠 勤等による控除 )

第 12条 職員が欠勤、遅刻、早退又は私用外出 (以下「欠勤等」という。)した場合の給与

か ら控除する額は、次の計算式によつて算出する。

給与月額 (基本給+役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務日数又は平均所定勤務時間数

X欠勤等の日数又は時間数

2 欠勤等の時間数については、給与控除記録簿 (様式 3)により当該職員が記録 し、上司の

承認を受けなければならない。

3 欠勤等の日数又は時間数を日毎に記録するに当たっては分単位で記録 し、分未満の端数

時間については切 り捨てることとする。

(看護休暇等による不支給 )

第 13条 職員が子の看護休暇又は介護休暇 (以下「看護休暇等」という。)を取得 した場合

の給 与からの控除の額は、次の計算式によつて算出する。

４

ム



給与月額 (基本給+役付手当)÷ 1か月の平均所定勤務日数又は平均所定勤務時間数 X

看護休暇等の日数又は時間数

2 看護休暇等の時間数は、給与控除記録簿により当該職員が記録し、上司の承認を受 けな

ければならない。

3 看護休暇等の時間数を日毎に記録するに当たつては 30分単位で記録 し、30分未満の端

数時間については 30分 とする。

(賞 与 )

第 14条 毎年下表における「賞与評価期間」に対応する「支給日」に在職する職員に対 し、

夏季及び冬季の賞与を支給する。

支給区分 賞与評価期間 支給日

夏季賞与 前年 12月 1日 ～5月 31日 6月 1日 (休 日の場合は翌営業日)

冬季賞与 6月 1日 ～11月 30日 12月 1日 (休 日の場合は翌営業日)

2 賞与評価期間には、年次有給休暇、母性健康管理のための休暇、生理休暇、慶弔休暇、

病気体暇、裁判員等のための体暇及び産前産後休業の期間を含むが、育児休業 (出生時育児

休業を含む。)、 介護休業、子の看護休暇、介護休暇、業務上の傷病による休業、欠勤、休職

の期間、育児時間、育児のための短縮時間及び介護のための短縮時間並びに遅刻、早退及び

私用外出の時間を含まないものとする。

3 賞与評価期間中に新規に採用した職員に対しては、前項 1号の規定にかかわらず、当該

評価期間中の在職期間に対応させる月割計算によって算出した賞与額を支給する。なお、こ

の際に在職期間に 1か月未満の端数月が生 じた場合、これが 15日 以上のときは 1か月に切

り上げ、15日 未満のときは切 り捨てるものとする。

4 賞与評価期間の途中から休業等に該当した職員又はその途中に休業等から復職 した職員

に対 しては、当該評価期間中の休業等に該当しない期間を対象に月割計算によつて算出した

賞与額を支給する。なお、この際に休業等に該当しない期間に 1か月未満の端数月が生じた

場合、これが 15日 以上のときは 1か月に切 り上げ、15日 未満のときは切 り捨てることとす

る。

5 賞与の支給額については、賞与評価期間における職員の職務遂行能力、勤務成績、服務

態度及び業務量等を総合的に評価して職員ごとに決定する。

6 機構の業績の著 しい低下又はその他経営上のやむを得ない事由が生 じた場合は、支給日

の延期又は不支給の措置をとることがある。

(補則 )

第15条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関 し必要な事項は理事長が別に定め

る。

Ｆ
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附 則

(施行期日)

この規程は、2019年 11月 1日 から施行する。

附 則

(改定期日)

この規程は、2020年 6月 1日 から改定施行する。

附 則

(改定期日)

この規程は、2023年 7月 1日 か ら改定施行する。

(改定内容 )

1 第 7条 (役付手当)、 第 9条 (割増給)に 「次長」を追加 し、所要の整備を図る。

2 第 10条 (昇給 )、 第 11条 (休職等による不支給 )、 第 14条 (賞 与)に 「出生時育

児休業」を追加 し、所要の整備を図る。

附 則

(改定期日)

この規程は、2023年 8月 1日 か ら施行する。

(改定内容 )

1 第 9条 (割増給)について、時間外勤務時間等に係る勤務時間数の集計方法及び端数

時間部分の取扱い等を改定する。

【様式】

様式 1通勤経路・運賃申請書

様式 2時間外勤務等記録簿

様式 3給与控除記録簿

′
０



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 日本防災士機構 事 業 年 度
令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 235,000円

受取寄附金 1,695,450円

防災士資格取得試験収益 85,686,000円

防災士認証収益 154,520,000円

研修機関認証収益 5,000,000円

教本頒布収益 128,351,500 FI]

試験監派遣協力金 1,030,000円

徽章頒布収益 1,643,900円

頒布品頒布収益 10,267,380円

ハン ドブック頒布収益 2,698,500円

受取利息 4,752円

雑収益 2,338,790円

円

円

∧
口 計 393,471,272円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

該当なし

」土
1日 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

△
口 計 円

促進法施行規則第 32条第 1項 しています。以下同じです。



2 取引の内容に関す る事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲 渡 価

格
そ の他 の取 引条件 等

譲

年

渡

日月

法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

取引先の氏名

等

1,000円 定価
R5年 4月 1日 ～

R6年 3月 31日防災士徽章

4,500円 定価
R5年 4月 1日 ～

R5年 7月 31日キャップ

5,500円 定価 (改定後 )

R5年 8月 1日 ～

R6年 3月 31日キャップ

4,320円 定価 (セ ット頒布 )
R5年 4月 1日 ～

R6年 3月 31日キャップ

定価7,500円ベス ト
R5年 8月 1日 ～

R6年 3月 31日

定価
R5年 4月 1日 ～

R6年 3月 31日
4,000円防災士教本

定価
R5年 4月 1日 ～

R6年 3月 31日
1,500円防災士ハンドブ

ック 2022

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

26,717,000円
教材料・研修機関認証料・徽

章料

12,332,000円 教材料・試験料・認証料

 
12,277,000円

教材料・試験料 。認証料・試

験監派遣協力金 。研修機関認

証料

 
11,413,000円

教材料・試験料・認証料・研

修機関認証料

7,989,000円
教材料・試験料 。認証料・ハ

ンドブック代

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

51,820,725円

防災士教本の印刷製作・

配送料、各種印刷料、作

業料

19,897,668円 事務所等使用料

18,291,100円 消費税

14,419,010円
試験監等出張旅費・宿泊料

 

13,080,301円 社会保険料事業主負担分



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸 付 資 産 の 内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法 人 との

関  係

役務 の提供 の

内    容
役務の提供年月 日 対 価 の 額 その他 の取 引条 件 等

別紙のとお り 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



2023年度 2024/06/25

役務の提供

==ロ官 万

取引先の

氏名等

法人との

関係
役務の提供の内容

役務の提供

年月日

対価の額

(円 )

その他の取引条件等

1  会議出席手当
令和5年4月 1日 ～

令和6年 3月 31日
92,835 内部規程による

つ

４

Ｏ

Ｊ

′

■

計 92,835



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給

与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以下 「役員等」 とい う。)に対する報酬又は給与の支給について

記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

88人 87,107,029円

支 給 金 額報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等法人との関係

(注 2)氏 名 職  名

別紙のとお り

令和 6年 3月 31日令和 5年 4月 1日集 計 期 間



2023年度 2024/07/29

役員等に対する報酬又は給与の支給の状況

※ 4番の 及び10番の に対 して令和5年8月 10日

に支給 した報酬は、退職金である。なお、以上の2名 は、令和5年 6月 22日 を以て理事を退任 した。

※ 3・ 4番 後任が5番 であり、 は令和5年 6月

22日 に理事に就任 し、更に同年7月 1日 に月額報酬の支給対象となる常勤理事に就任 した。なお、

の理事としての在任期間は重複 していない。

※ 9・ 10番 の後任が12番の であり、

令和5年 6月 22日 に理事に就任 した。なお、 の理事としての在任期間は重複 していな

い 。

※ 13・ 14。 15・ 18。 19番の5名 に対して支給した報酬は、月額又は年額の役員報酬分を含まない会議

出席手当 (1日 当たり10,315円 〔所得税額控除前の額〕)のみである。

番号 氏名 職名
法人との

関係

報酬・給

与の区分
支給期間等

支給金額

(円 )

 報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 11,480,000

つ

ι  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 10,660,000

う
０  報酬 令和5年4月 1日 ～令和5年6月 22日 2,805,000

4  報酬
令和5年4月 1日 ～令和5年 6月 22日

(令和5年8月 10日 支給退職金分)

660,000

仄
υ  報酬 令和5年7月 1日 ～令和6年3月 31日 6,033,230

ご
０  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 360,000

７
′  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日 360,000

ｏ
０  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 360,000

Ｏ

υ  報酬 令和5年4月 1日 ～令和5年 6月 22日 180,000

10  報酬
令和5年4月 1日 ～令和5年6月 22日

(令和5年 8月 10日 支給退職金分)

100,000

11  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日 360,000

12  報酬 令和5年 6月 22日 ～令和6年3月 31日 190,315

13  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日 10,315

14  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日 10,315

15  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日 10,315

16  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日
∩
）

７
‥

∩
ｖ

う
０

´
０

17  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 70,630

18  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日 10,315

19  報酬 令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 10,315

=上日 l

33,741,380



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

別紙のとお り 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円

一　
円



支出した寄附金 (内 訳) 2024/07/29

``_ロ貧 万 支出先の名称等 住所等 支出年月日 支出金額 寄附の目的等

1 R5.6.15 100,000円 防災士表彰賞金

2 R5.6.15 100,000円 防災士表彰賞金

3  R5.6.15 100,000円 防災士表彰賞金

4 R5.6.15 100,000円 防災士表彰賞金

仄
υ  R5.6.15 100,000Fヨ 防災士表彰賞金

ご
０  R5.6.15 100,000円 防災士表彰賞金

フ
′  R5.6.15 100,000F可 防災士表彰賞金

ｏ
０  R5.6.15 100,000円 防災士表彰賞金

9 R5。 9.29 500,000円
防災シンポジウム開催

助成金

10 R6.2.5 11000,000F可
能登半島地震被災地支

援寄附金

11 R6.2.13 5001000円
能登半島地震被災地支

援寄附金

12  R6.3.1 499,950円
能登半島地震被災地支

援助成金

13 R5.12.6 10,000円
歳末地域たすけあい募

金寄附金

=上口 l
3,309,950円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

チェック欄法人名 特定非営利活動法人 日本防災士機構

ノ
3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②■③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

④ 5年 4月 1日 ～6年 3月 31日 31人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等iよ 第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

c及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333・ ・・96 -→  33. 396

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ④ ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等



第3表 (次菊

ハ

CL董菫 立型韮L塾⊆と国墜:_重重型 塁EXL塞聾豊L曇2_」」菫担盤Ettt渥」」璽ヨ堕L≦≦菫 上l=

項
日

Ｈ ④ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はセヽ

いいえ

項
［日 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

費1途が明らかでない支出がある、帳簿に虚1偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
右・編ハ
i・

ミソ
有 。無 有・無 有 。無 有・無 有・無



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人日本防災

=ヒ
齢

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 31人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時
就任。退に

年月日

別紙の通り

|

|

|

|



就任等の状況(フリガナ)

氏  名
住  所 職名 続柄等

0 ⑤ ⑥ ① 0 申請時

就任・退任

年月 日

ハラ マサユキ

原 正之

理 事
○

就任 令和3年6月 23日

タマダ トヨノリ
玉田 豊徳
(玉 田 二郎)

理 事

○

就任 平成 14年7月 24日

ヒハラ ヒロフミ
日原 洋文

理 事
○

就任 令和2年6月 26日

フルイチ ケンイチ

古都 賢一
理 事

○
就任 令和2年 6月 26日

モリヤマ マコト
森山 真

理 事
○

就任 令和2年6月 26日

ヒラノ ヒサコ

平野 廣佐子
(小室 広佐子)

理 事

○

就任 令和4年 6月 23日

キタムラ ヨシオ

北村 吉男

理 事
○

就任 令和5年 6月 22日

カフオ ショウジ

川尾 正嗣

理 事
○

就任 令和5年6月 22日

シスヤ
倫

７

　

ヨ

一、　
―ｌμ

ヤ
書
【

オ

．

ア 理 事
○

就任 令和3年 6月 23日

ア^tタカツグ
阿部 孝次

理 事
○

就任 平成30年 6月 22日

イズミ ヒデキ

和泉 秀樹

理 事
○

就任 令和5年 6月 22日

上 間

ウエマ ヤに
　
　
■
コ

ツ

羽

一

カ

功
理 事

○
就任 令和4年 6月 23日

ウラノ オサム

浦野 修
理 事

○
就任 平成16年 1月 5日

オノヤマ タダシ

小野山 正
理 事

○
就任 令和4年 6月 23日

カナシマ チアキ

金嶋 千明

理 事
○

就任 令和3年6月 23日

クロサワ マサカズ

黒澤 正和

理 事
○

就任 平成26年 6月 24日

サカ カツヒト

坂 克人

理 事
○

就任 令和5年 6月 22日

シマダ ヒロユキ

嶋田 裕之
理 事

○
就任 平成24年6月 26日

スズキ テツヤ

鈴木 徹也

理 事
○

就任 平成22年6月 14曰

タジリ ヤスヒト

田尻 康人

理 事
○

就任 令和 2年 6月 26日

ナカクボ カズヒロ

中窪 和弘

理 事
○

就任 令和2年 6月 26日

ナカノ ヨシアキ

中埜 良昭

理 事
○

就任 平成20年 6月 24日

ノザワ シン

野澤 真

理 事
○

就任 令和4年 6月 23日

フナト タダオ

船渡 忠男

理 事
○

就任 令和2年 6月 26日

ホシナ ヤスヒコ

保科 泰彦

理 事
○

就任 令和4年 6月 23日

ホソカワ ヒデカズ

細川 秀一
理 事

○
就任 令和4年 7月 25日

マツダ ヨウサク
松田 陽作

理 事
○

就任 令和2年 6月 26日

■
■
■
■



就任 令和5年 8月 7日

○
理 事ヤノ シンジ

就任 令和4年 6月 23日理 事
○ヤマシタ ケンジ

山下 憲治
就任 令和3年 6月 23日監 事

○
フジタ ユウジ
藤田 裕司

就任 令和4年6月 23日監 事
○

就任 令和3年 6月 23日

退任 令和5年6月 22日
○

理 事コバヤシ テルユ

小林 輝幸
就任 令和4年6月 23日

退任 令和 5年6月 22日

理 事
○ウノ マサノリ

宇野 雅憲
就任 令和2年6月 26日

退任 令和5年 6月 22日
○

理 事ヨt/ヒシ モ

就任 令和3年 7月 5日

退任 令和5年 6月 22日
○

理 事ニ マ コ

就任 令和元年6月 21日

退任 令和5年 8月 7日
○

理 事トリゴエ タカシ

鳥越 隆 __

■

■



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

法 人 名 特定非営利活動法人日本防災士機構

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

振替伝票

Excel酬
ノレーズリーフ 都度 7年

総勘定元帳

会計ソフト(会計王NPO法
人スタイノの 使用

ルーズリーフ
都度 7年

補助元帳

会計ソフト(会計王NPO法
人スタイノの 使用

ルーズリーフ
都度 7年

仕訳日記帳

会計ソフト(会計王NPO法
人スタイノの 使用

ノレーズリーフ

都度 7年

給与台帳

Excel酬
′レーズリーフ 月 1回 7年

固定資産台帳

Excel酬
ルーズリーフ 都度 7年

棚卸資産一覧

Excel使 用

ノレ~ズリーフ 年 1回 7年



書式第 10号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

チェック:欄法人名 特定非営利活動法人 日本防災士機構

ノ
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

申罰郭寺① ◎④ ⑤ ◎項
日
【

有 ・ 無 有 ・ 無有 。無 有 ・ 無 有 。無有
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動

有 。無 有 ・ 無有 。無 有 ・ 無有 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

有 。無 有 ・ 無有 。無 有 。無有 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申詣郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の禾1協[の供与の有無

有 有・無 有。無 有 。無 有 。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有 有・無 有。無 有・無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有 有 。無 有・無 有 。無 有 。無 有・無



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

チェック欄法人名 特定非営利活動法人 日本防災士機構

ノ
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は居所に係る

記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細唄II(祖ノ嘴眼:D等がある場合にIよ そα湘唄:1(ネ出勾規貝ID等を添付してくださしヽ

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者

の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源疎:別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が200万円以下の場合に限る。)におけるその金額及

び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

する



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 日本防災士機構

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ④ ◎

有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第
"条

第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1劇D の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ③ ◎ 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

チェック欄
8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

チェック欄法人名 特定非営利活動法人 日本防災士機構

ノは認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。

1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り

合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 ●醸頸 1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 ∝□順2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、』
=言

□堕主』壁」□壁
==g≧

宣塾』口臆ヒ2:雷璽l⊆≧皇証壁1二1茎L=ロロ黒□騨塑壁曇尋季4≧4亀堅」里要
=重
要:≡亀晏里電聾事』写呼卜芸手讐争と菫Ll=型基とL=
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5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

らず、次のいずれかの欠格事由
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役員 |のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営禾1括動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

ノ´｀
ヽ

有。(選ジ

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非営利活i動1足進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無
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有・k無ノ
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“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を籠I旦しない法人

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反 はい
3 している1法人

はい4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなしヽ法人
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その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること
4

(注 1)その他の事務所がある場合は、

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

に 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒ０ る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい

次のいずれかに該当する法人
セヽはい

暴力団イ
セヽはいる法人
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